
火災の現況と最近の動向
　全国における各年の出火件数をみると、長期的に
減少傾向で推移しているが、近年はおおむね横ばい
となっている。令和６年中の出火件数は3万7,141
件（対前年比1,531件減、同4.0％減）となってお
り、10年前（平成26年中）の出火件数４万3,741件
の84.9％となっている。また、火災による死者数

も、おおむね同様の傾向にある。令和６年中の火災
による死者数は1,451人（対前年比52人減、同3.5％
減）で、10年前（平成26年中）の火災による死者数
1,678人の86.5％となっている（第1-1-1図、資料
1-1-9）。

第1-1-1図　火災の推移と傾向図
（各年中）
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（備考）　１　「火災報告」により作成
　　　　２　各年の数値は、１月～12月に発生した火災を集計したもの。以下本節において、ことわりのない限り同じ。
　　　　３　�「出火件数」、「死者数」、「出火件数比」、「建物焼損床面積比」、「死者数比」、「損害額比」は左軸を、「建物焼損床面積」、「損害額」

は右軸を参照
　　　　４　「出火件数比」、「建物焼損床面積比」、「死者数比」、「損害額比」については、平成26年中の値を100とした比
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出火状況1
（１）　１日当たり102件の火災が発生
　令和6年中の出火件数3万7,141件を１日当たり
でみると、102件の火災が発生したことになる。
　出火件数について、その構成比をみると、建物火
災が全火災の56.5％で最も高い比率を占めている
（資料1-1-10）。
　また、出火件数を四季別にみると、春季（3月～
5月）及び冬季（12月～2月）の出火件数が多く
なっており、総出火件数の56.5％を占めている（資
料1-1-11）。

（２）　出火率は3.0件／万人
　出火率（人口１万人当たりの出火件数）は、全国
平均で3.0件／万人となっている（資料1-1-12）。
　また、出火率を都道府県別にみると、最も高いの
は茨城県で4.7件／万人となっている。一方、最も
低いのは、富山県の1.9件／万人で、同県は平成３
年（1991年）以降連続して最も出火率が低くなって
いる（資料1-1-13）。

（３）　火災覚知方法は119番通報が最多
　消防機関における火災覚知方法をみると、火災報
知専用電話（119番）＊1による通報が68.7％と最も
多い（第1-1-2図）。

（４）　初期消火の方法は消火器の使用が最多
　火災の発生時には、消火器を使用した初期消火が
18.9％の割合で行われており、消火設備等を用いて
初期消火が行われたものの中（その他を除く。）で
最も高い割合になっている。一方で初期消火が行わ
れなかったものは37.9％となっている（資料1-1-
14）。

火災による死者の状況2
（１）　火災による死者の状況
　令和６年中の火災による死者数は1,451人で、そ
のうち放火自殺者、放火自殺の巻き添えとなった者
及び放火殺人による死者（以下、本節において「放
火自殺者等」という。）を除いた死者数は1,228人
（対前年比同数）となっている。また、負傷者数は
5,805人（対前年比39人増）となっている。
　なお、放火自殺者等は223人となっており、火災に
よる死者の総数の15.4％を占めている（第1-1-3図）。

＊1　�火災報知専用電話：通報者等が行う火災や救急等に関する緊急通報を、消防機関が受信するための専用電話をいう。なお、電気通信番号
計画において、消防機関への緊急通報に関する電気通信番号は「119」と定められている。

第1-1-2図　火災覚知方法別出火件数
（令和6年中）

出火件数
37,141件

その他
8,560件（23.0%）

火災報知専用電話
(119番）（NTT加入電話）

3,537件（9.5%）

火災報知専用電話（119番）
（NTT加入電話を除く）

2,023件（5.4%）

警察電話 951件（2.6%）

加入電話（固定電話）901件（2.4%）

加入電話（携帯電話）1,062件（2.9%）

駆けつけ通報 156件（0.4%）

火災報知専用電話
（119番）（携帯電話）
19,951件（53.7%）

火災報知専用電話(119番）
25,511件（68.7%）

（備考）　１　「火災報告」により作成
　　　　２　「その他」には事後聞知（消防機関が「このような火災があった」という通報を受けた場合をいう。）7,986件を含む。
　　　　３　小数点第2位以下四捨五入により、合計値が100とならない場合がある。
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ア　１日当たりの火災による死者数は4.0人
　１日当たりの火災による死者数は4.0人となって
いる。
　人口10万人当たりの火災による死者数は、全国平
均で1.2人となっている。また、都道府県別にみる
と、最も多いのは島根県で3.2人、最も少ないのは
滋賀県で0.3人となっている（資料1-1-15）。
　月別の死者数は、１月が最も多くなっている（資
料1-1-16、資料1-1-17）。
　時間帯別の死者数は、0時から6時の時間帯で多
くなっている（資料1-1-18、資料1-1-19）。

イ�　死因は火傷、次いで一酸化炭素中毒・窒息が多
い

　死因は、火傷が最も多く、次いで一酸化炭素中
毒・窒息となっている（資料1-1-20）。
　死亡に至った経過をみると、死者数（放火自殺者
等を除く。）のうち、逃げ遅れが全体の42.2％を占
めている。その中でも「発見が遅れ、気付いた時は
火煙が回り、既に逃げ道がなかったと思われるもの
（全く気付かなかった場合を含む。）。」が全体の
15.8％、「避難行動を起こしているが逃げ切れな
かったと思われるもの（一応自力避難したが、避難
中、火傷、ガス吸引により病院等で死亡した場合を
含む。）。」が全体の14.3％を占めている（第1-1-4
図、資料1-1-21）。

第1-1-3図　火災による死傷者数の推移
（各年中）
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ウ　高齢者の死者数が911人で74.2％
　火災による死者数（放火自殺者等を除く。）を年
齢別でみると、65歳以上の高齢者が74.2％を占めて
いる。
　年齢階層別の人口10万人当たりの死者数（放火自
殺者等を除く。）は、年齢が高くなるに従って著し
く増加しており、特に81歳以上の階層が、全年齢階
層における平均の3.9倍となっている（第1-1-5図）。
　また、放火自殺者等を年齢別・性別にみると、男
性の71歳〜75歳の階層が最も多くなっている（資料
1-1-22、資料1-1-23）。

（２）　建物火災による死者数の状況
ア�　建物火災による死者数は、死者総数の82.6％で
最多

　建物火災による死者数は、1,199人で、火災によ
る死者の82.6％を占め、建物火災による負傷者は
4,830人で、火災による負傷者の83.2％を占めてお
り、火災による死傷者の多くが建物火災により発生
している（資料1-1-25）。
　また、建物焼損程度別の死者発生状況をみると、
全焼の場合の死者が64.2％を占めている（第1-1-6
図、資料1-1-26）。

第1-1-4図　火災による経過別死者発生状況（放火自殺者等を除く。）
（令和6年中）

その他
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（2.1%）

不明・調査中
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逃げ遅れ　
518人（42.2%）
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（放火自殺者等を除く。）

1,228人

発見が遅れ、気付いた時は火煙が回り、す
でに逃げ道がなかったと思われるもの（全く
気付かなかった場合を含む。）。
194人（15.8%）

避難行動を起こしているが逃げきれなかった
と思われるもの（一応自力避難したが、避難
中、火傷、ガス吸引により病院等で死亡した
場合を含む。）。　175人（14.3%）

逃げれば逃げられたが、逃げる機会を失った
と思われるもの。　74人（6.0%）

判断力に欠け、あるいは、体力条件が悪く、
ほとんど避難できなかったと思われるもの。
49人（4.0%）

延焼拡大が早かった等のため、ほとんど避難
ができなかったと思われるもの。
26人（2.1%）

着衣着火し、火傷（熱傷）あるいはガス中毒
により死亡したと思われるもの。
92人（7.5%）

一旦、屋外へ避難後、再進入したと思われる
もの。出火時屋外にいて出火後進入したと思
われるもの。　16人（1.3%）

（備考）　「火災報告」により作成
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第1-1-5図　火災による年齢階層別死者発生状況（放火自殺者等を除く。）
（令和6年中）
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（備考）　１　「火災報告」により作成
　　　　２　（　）内は、人口10万人当たりの死者数を示す。
　　　　３　「死者数」については左軸を、「人口10万人当たりの死者数」については右軸を参照
　　　　４　年齢不明者（男性2名、女性2名、性別不明4人）を除く。
　　　　５　人口は、令和6年10月1日現在の人口推計（総務省統計局）による。
　　　　６　１人以上の死者が発生している年齢層は、小数点第２位以下四捨五入で（0.0）となる場合、（0.1）とする。

第1-1-6図　建物火災における焼損程度ごとの死者発生状況
（令和6年中）
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（備考）　１　「火災報告」により作成
　　　　２　�「全焼」とは、建物の焼損部分の損害額が火災前の建物の評価額の70％以上のもの、又はこれ未満であっても残存部分に補修を加

えて再使用できないものをいう。
　　　　３　「半焼」とは、建物の焼損部分の損害額が火災前の建物の評価額の20％以上のもので全焼に該当しないものをいう。
　　　　４　「部分焼」とは、建物の焼損部分の損害額が火災前の建物の評価額の20％未満のものでぼやに該当しないものをいう。
　　　　５　�「ぼや」とは、建物の焼損部分の損害額が火災前の建物の評価額の10％未満であり焼損床面積が１㎡未満のもの、建物の焼損部分

の損害額が火災前の建物の10％未満であり焼損表面積が１㎡未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。
　　　　６　小数点第２位以下四捨五入により、合計値が100とならない場合がある。
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イ　建物火災による死者の92.5％が住宅で発生
　建物用途別にみると、住宅での死者数が1,109人
で、建物火災による死者数の92.5％を占めている
（第1-1-7図、資料1-1-27）。
　また、死因別では火傷が37.5％で最も多くなって
いる（第1-1-8図、資料1-1-28）。

第1-1-9図　住宅火災の件数及び死者数の推移（放火自殺者等を除く。）
（各年中）
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（備考）　１　「火災報告」により作成
　　　　２　�「住宅火災の件数（放火を除く。）」、「住宅火災による死者数（放火自殺者等を除く。）」、「住宅火災による高齢者死者数（放火自殺

者等を除く。）」については左軸を、「65歳以上の高齢者の割合」については右軸を参照 

第1-1-8図　建物火災の死因別死者発生状況
（令和6年中）
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450人
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打撲・骨折等
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（備考）　1　「火災報告」により作成
　　　　2　�小数点第2位以下四捨五入により、合計値が100とな

らない場合がある。

第1-1-7図　�建物用途別の死者発生状況
（令和6年中）

劇場・遊技場・飲食店・百貨店・旅館・
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（備考）　1　「火災報告」により作成
　　　　2　�小数点第2位以下四捨五入により、合計値が100とな

らない場合がある。

（３）　住宅火災による死者の状況
ア　住宅火災の死者数は令和３年以降増加
　令和６年中の住宅火災による死者数（放火自殺者
等を除く。）は1,030人（対前年比７人増、同0.7％
増）となっている。
　また、住宅火災による死者数（放火自殺者等を除
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く。）のうち65歳以上の高齢者の死者数は779人で、
全体の75.6％を占めている（第1-1-9図）。

イ　死者数は高齢者層で著しく高い
　年齢階層別の人口10万人当たりの死者数（放火自
殺者等を除く。）は、年齢が高くなるに従って著し

く増加しており、特に81歳以上の階層では、全年齢
階層における平均の4.0倍となっている（第1-1-10
図）。

ウ　たばこを発火源とした火災による死者数が最多
　住宅火災の発火源別死者数（放火自殺者等を除

第1-1-10図　住宅火災における年齢階層別死者発生状況（放火自殺者等を除く。）
（令和6年中）
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（備考）　１　「火災報告」により作成
　　　　２　（　）内は人口10万人当たりの死者数を示す。
　　　　３　「死者数」については左軸を、「人口10万人当たりの死者数」については右軸を参照
　　　　４　年齢不明者（男性１人、性別不明３人）を除く。
　　　　５ 人口は、令和6年10月1日現在の人口推計（総務省統計局）による。
　　　　６　１人以上の死者が発生している年齢層は、小数点第２位以下四捨五入で（0.0）となる場合、（0.1）とする。

第1-1-11図　住宅火災の発火源別死者数（放火自殺者等を除く。）
（令和6年中）
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（備考）　１　「火災報告」により作成
　　　　２　小数点第２位以下四捨五入により、合計値が100とならない場合がある。
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く。）をみると、たばこによる死者数が最も多く、
次いで電気器具、ストーブとなっている（不明を除
く。）（第1-1-11図）。
　また、住宅火災の着火物（発火源から最初に着火
した物）別死者数（放火自殺者等を除く。）をみる
と、寝具類に着火した火災による死者が最も多く、
次いで衣類、屑類となっている（その他及び不明を
除く。）（第1-1-12図）。

エ�　特定の時間帯の住宅火災で多くの死者が発生
　住宅火災の死者数（放火自殺者等を除く。）を時
間帯別にみると、０時から６時までの時間帯で多く
の死者が発生している（第1-1-13図、資料1-1-29）。
　また、死者（放火自殺者等を除く。）の発生状況
を死に至った経過別にみると、逃げ遅れが465人と
最も多くなっている（第1-1-14図）。

第1-1-12図　住宅火災の着火物別死者数（放火自殺者等を除く。）
（令和6年中）
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（備考）　１　「火災報告」により作成
　　　　２　小数点第２位以下四捨五入により、合計値が100とならない場合がある。

第1-1-13図　時間帯別住宅火災の死者発生状況（放火自殺者等を除く。）
（令和6年中）
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（備考）　１　「火災報告」により作成
　　　　２　例えば、時間帯の「０～２」は、出火時刻が０時０分～１時59分の間であることを示す。
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第1-1-14図　�住宅火災の死に至った経過別死者発生
状況（放火自殺者等を除く。）

（令和6年中）
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出火後再進入 16人（1.6%）

（備考）　「火災報告」により作成

火災による損害額3
　令和６年中の損害額は約999億円（対前年比6.1％
増）であった（資料1-1-30）。
　これを出火原因別でみると、内燃機関による損害
額が最も多く、次いで電灯電話等の配線、電気機器
となっている（資料1-1-31）。
　また、火災による損害額は、建物火災によるもの
が圧倒的に多く、全体の77.0％を占めている（資料
1-1-9）。

出火原因4
　令和６年中の出火件数３万7,141件のうち、失火
による火災は全体の75.4％である（資料1-1-32）。
　出火原因別にみると、たばこが3,058件と最も多
く、次いでたき火が2,781件、こんろが2,718件と
なっている（第1-1-15図）。
　また、全火災の着火物別出火件数は、枯草が全体
の17.0％を占め、最も多くなっている（資料1-1-
33）。

（１）�　「たばこ」による火災の6割以上は不適当な
場所への放置によるもの

　たばこによる火災は、3,058件で全火災の8.2％を
占めている。主な経過別出火件数をみると、不適当
なところに置くが1,903件と最も多くなっている
（第1-1-15図、資料1-1-34）。

（２）　「放火」及び「放火の疑い」の合計は減少
　放火による出火件数は、2,377件（全火災の
6.4％、対前年比4.7％減）となっている。これに放
火の疑いを加えると3,904件（全火災の10.5％、対
前年比5.0％減）となっている。（第1-1-16図、資料
1-1-35）。
　次に、放火及び放火の疑いによる火災を発火源別

第1-1-15図　主な出火原因別の出火件数
（令和6年中）
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（備考）　「火災報告」により作成
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にみると、ライターによるものが1,090件と最も多
くなっている（資料1-1-35）。
　また、放火及び放火の疑いによる火災の時間帯別
の出火件数をみると、16時の時間帯が最も多くなっ
ている（不明を除く。）（資料1-1-37）。

（３）�　「こんろ」による火災で最も多いのは放置す
る、忘れるによるもの

　こんろによる火災は、2,718件で全火災の7.3％を
占めている（第1-1-15図）。
　こんろの種類別では、ガスこんろによる火災が
2,346件と最も多い。
　主な経過別出火件数をみると、放置する、忘れる
によるものが1,067件と最も多い（資料1-1-38）。

火災種別ごとの状況5
（１）　建物火災
　令和６年中の建物火災の出火件数は２万972件
（対前年比２件減）となっている（資料1-1-9）。

ア　建物火災の56.5％が住宅火災で最多
　建物火災の出火件数を火元建物の用途別にみる
と、住宅での火災が1万1,839件と最も多く、全体
の56.5％を占めている（第1-1-17図、資料1-1-
39）。また、建物火災の要因としては、こんろ、電

気機器、たばこによるものが多くなっている（資料
1-1-40）。
　また、月別の出火件数をみると、12月が最も多く
なっており、冬季から春季にかけて多く発生してい
る（資料1-1-41）。

イ　建物火災の35.2％が木造建物で最多
　建物火災の出火件数を火元建物の構造別にみる
と、木造建物が最も多く、7,391件となっている。

第1-1-16図　放火及び放火の疑いによる火災件数の推移
（各年中）
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（備考）　「火災報告」により作成

第1-1-17図　�建物火災の火元建物用途別の状況
（令和6年中）
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（備考）　１　「火災報告」により作成
　　　　２　�共同住宅、工場・作業場、事務所等、倉庫、飲食店及

び物品販売店舗の区分は、消防法施行令別表第一によ
る区分。なお、複合用途については、消防法施行令別
表第一により区分される特定複合用途及び非特定複合
用途の出火件数の合計数。
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火元建物以外の棟に延焼した火災件数の割合（延焼
率）を火元建物の構造別にみると、木造が最も高く
なっている（その他・不明を除く。）。火元建物の構
造別に火災１件当たりの焼損床面積をみると、木造
は全建物火災の平均の1.8倍となっている（資料
1-1-42）。
　また、出火件数を損害額及び焼損床面積の段階別
にみると、１件につき損害額が10万円未満の火災の
出火件数が建物火災全体の57.3％を占めている。ま
た、焼損床面積50㎡未満の火災の出火件数が、建物
火災全体の80.3％を占めている（資料1-1-43）。

（２）　林野火災
　令和6年中の林野火災の出火件数は831件（対前
年比468件減）、焼損面積は1,073ha（同230ha増）、
死者数は8人（対前年比同数）、損害額は7億3,653
万円（同6億1,134万円増）となっている（資料
1-1-44）。
　林野火災の出火件数を月別にみると、4月に最も
多く発生しており、次いで1月、5月と、降水量が
少なく空気が乾燥し強風が吹く時期に多くなってい
る（第1-1-18図）。
　林野火災の出火件数を焼損面積別にみると、焼損
面積10ha未満は821件で、全体の98.8％を占めてい

る（資料1-1-45）。
　林野火災の出火件数を原因別にみると、たき火に
よるものが245件（全体の29.5％）と最も多く、次
いで火入れ＊2が153件（同18.4％）、放火（放火の
疑いを含む）が73件（同8.8％）の順となっている
（資料1-1-46）。

（３）　車両火災
　令和6年中の車両火災の出火件数は3,546件（対
前年比25件増）、死者数は74人（放火自殺者等38人
を含む。同31人減）、損害額（車両火災以外の火災
種別に分類している車両被害は除く。）は24億5,415
万円（同1億2,157万円増）となっている（資料
1-1-47）。
　車両火災の出火件数を原因別にみると、排気管に
よるものが636件（全体の17.9％）と最も多く、次
いで電気機器が316件（同8.9％）、交通機関内配線
が311件（同8.8％）の順となっている（資料1-1-
48）。

（４）　船舶火災
　令和６年中の船舶火災の出火件数は62件（対前年
比４件増）、死者数は２人（同２人増）、損害額（船
舶火災以外の火災種別に分類している船舶被害は除

第1-1-18図　林野火災の月別出火件数
（令和6年中）
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（備考）　「火災報告」により作成

＊2　火入れ：土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為
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く。）は６億4,918万円（同１億9,949万円減）と
なっている（資料1-1-49）。

（５）　航空機火災
　令和６年中の航空機火災の出火件数は３件（対前
年比２件増）、死者数は０人（対前年比同数）、損害
額（航空機火災以外の火災種別に分類している航空
機被害は除く。）は128億5,303万円（同128億4,739
万円増）となっている（資料1-1-50）。

火災予防行政の現況

住宅用火災警報器の設置の現況1
　消防法（昭和23年法律第186号）及び各市町村の
条例において、住宅用火災警報器の設置が義務付け
られており、全国の消防本部等において、消防団、
女性防火クラブ、自主防災組織等と協力して、設置
の徹底及び維持管理のための各種取組を展開してい
る。令和7年６月１日時点で全国の設置率＊3は
84.9％、条例適合率＊4は65.8％となっており、都
道府県別にみると設置率及び条例適合率は福井県が
最も高くなっている（資料1-1-51）。

防火対象物2
　消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対
象となるものを「防火対象物」と定義し、そのうち
消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物について
は、その用途や規模等に応じて、火災予防のための
人的体制の整備や消防用設備等＊5の設置、防炎物
品の使用などを義務付けている。
　令和７年３月31日現在、全国の防火対象物数
（「防火対象物実態等調査」（消防法施行令別表第一
に掲げる防火対象物のうち、（一）項から（十六の
三）項までに掲げる防火対象物で延べ面積が150㎡

以上のもの及び（十七）項から（十九）項までに掲
げる防火対象物が対象）による数）は、430万869件
である。
　また、21大都市（東京都特別区及び指定都市）の
防火対象物数は、124万280件と全国の防火対象物の
28.8％を占めている。特に都市部に集中しているも
のは、地下街（全国の86.2％）、準地下街＊6（同
83.3％）、性風俗特殊営業店舗等（同61.6％）など
である（第1-1-1表）。

防火管理制度3
（１）　防火管理者
　消防法では、多数の人を収容する防火対象物の管
理について権原を有する者（以下、本節において
「管理権原者」という。）に対して、自主防火管理体
制の中核となる防火管理者＊7を選任し、消火、通
報、避難訓練の実施等を定めた防火管理に係る消防
計画＊8の作成等、防火管理上必要な業務を行わせ
ることを義務付けている。
　令和７年３月31日現在、法令により防火管理体制
を確立し防火管理者を選任しなければならない防火
対象物は、全国に105万9,384件あり、そのうち
84.5％に当たる89万5,684件について防火管理者が
選任され、その旨が消防機関に届出されている。
　また、防火管理者が自らの事業所等の適正な防火
管理業務を遂行するために防火管理に係る消防計画
を作成し、その旨を消防機関へ届け出ている防火対
象物は84万7,761件で全体の80.0％となっている
（資料1-1-52）。

（２）　統括防火管理者
　消防法では、高層建築物（高さ31mを超える建築
物）、地下街、準地下街、一定規模以上の特定防火
対象物＊9等のうち、管理権原が分かれているもの
については、防火管理を一体的に行うため、統括防
火管理者を協議して定め、防火対象物全体の防火安

＊3　�設置率：市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一か所以上設置されている世帯（自動火災報知設備の設
置により住宅用火災警報器の設置が免除されている世帯を含む。）の全世帯に占める割合

＊4　�条例適合率：市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分の全てに設置されている世帯（自動火災報知設備の設置によ
り住宅用火災警報器の設置が免除されている世帯を含む。）の全世帯に占める割合

＊5　�消防用設備等：消火、避難、その他の消防の活動のための設備等（消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯
等）

＊6　準地下街：建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの
＊7　�防火管理者：防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、防火対象物において防火管理上必要な

業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者で、管理権原者から選任された者
＊8　防火管理に係る消防計画：防火管理者が作成する防火管理上必要な事項を定めた計画書
＊9　�特定防火対象物：百貨店、飲食店等の多数の者が出入りするものや病院、老人保健施設、幼稚園等要配慮者が利用するもの等の一定の防

火対象物
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全を確立することを各管理権原者に対して義務付け
ている。
　令和７年３月31日現在、統括防火管理者を選任し
なければならない防火対象物は、全国に9万359件
あり、そのうち70.2％に当たる6万3,468件につい
て統括防火管理者が選任され、その旨が消防機関に
届出されている。
　また、建物全体の防火管理を一体的に行うため、
全体についての消防計画を作成し、その旨を消防機
関へ届け出ている防火対象物は6万1,718件で、全
体の68.3％となっている（資料1-1-53）。

（３）　防火対象物定期点検報告制度
　消防法では、一定の用途、構造等を有する防火対
象物の管理権原者に対して、火災の予防に関して専
門的知識を有する者（以下、本節において「防火対
象物点検資格者」という。）による点検及び点検結
果の消防機関への報告を１年に１回義務付けている。
　この防火対象物点検資格者は、消防用設備等の工
事等について３年以上の実務経験を有する消防設備
士＊10や、防火管理者として３年以上の実務経験を

有する者等、火災予防に関し一定の知識を有する者
であって、総務大臣の登録を受けた法人が行う講習
の課程を修了し、防火対象物の点検に関し必要な知
識及び技能を修得したことを証する書類の交付を受
けた者である。
　令和7年３月31日現在、防火対象物点検資格者の
数は3万7,271人となっている。
　また、防火対象物定期点検報告が義務付けられた
防火対象物のうち管理を開始した時から３年が経過
しているものは、当該防火対象物の管理権原者の申
請に基づいた消防機関が行う検査により、消防法令
の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場
合には、３年間点検・報告の義務が免除される。
　なお、防火対象物が、防火対象物点検資格者に
よって点検基準に適合していると認められた場合は
「防火基準点検済証」を、消防機関から消防法令の
基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合
は、「防火優良認定証」を、それぞれ表示すること
ができる。

＊10　消防設備士：消防用設備等に関して専門的知識を有する者として、消防設備士免状の交付を受けている者

第1-1-1表　防火対象物数
(令和7年３月31日現在)

防火対象物の区分 全国 21大都市 割合（％） 防火対象物の区分 全国 21大都市 割合（％）

(一) イ　劇場等 4,503 630 14.0

(六) ハ

⑶　保育所等 39,661 8,992 22.7
ロ　公会堂等 62,617 6,279 10.0 ⑷�　児童発達支援センター等 5,878 1,014 17.3

(二)

イ　キャバレー等 700 143 20.4 ⑸　身体障害者福祉センター等 27,591 4,950 17.9
ロ　遊技場等 7,332 1,307 17.8 小　　計 96,062 18,992 19.8
ハ　性風俗特殊営業店舗等 151 93 61.6 ニ　幼稚園等 14,517 3,725 25.7
ニ　カラオケボックス等 2,004 521 26.0 (七)   学校 123,337 28,003 22.7

(三) イ　料理店等 2,064 381 18.5 (八)   図書館等 7,640 884 11.6
ロ　飲食店 84,340 17,746 21.0 (九) イ　特殊浴場 1,396 635 45.5

(四)   百貨店等 156,649 28,605 18.3 ロ　一般浴場 3,486 730 20.9

(五) イ　旅館等 59,807 8,539 14.3 (十)   停車場 3,889 1,431 36.8
ロ　共同住宅等 1,420,193 556,783 39.2(十一)  神社・寺院等 58,795 12,444 21.2

(六)

イ

⑴�　避難のために患者の介助が必要な病院 5,262 997 18.9(十二)イ　工場等 476,002 69,271 14.6
⑵�　避難のために患者の介助が必要な有床診療所 2,394 467 19.5 ロ　スタジオ 422 138 32.7
⑶�　病院（⑴に掲げるものを除く）、有床診

療所（⑵に掲げるものを除く）、有床助産所 9,102 2,206 24.2(十三)イ　駐車場等 52,717 13,590 25.8
ロ　航空機格納庫 1,010 89 8.8

⑷�　無床診療所、無床助産所 47,664 9,268 19.4(十四)  倉庫 342,917 53,045 15.5
小　　計 64,422 12,938 20.1(十五)  事務所等 509,697 112,398 22.1

ロ

⑴　老人短期入所施設等 48,395 9,661 20.0(十六)イ�　特定複合用途防火対象物 389,530 149,348 38.3
⑵　救護施設 235 42 17.9 ロ�　非特定複合用途防火対象物 284,895 127,992 44.9
⑶　乳児院 132 29 22.0(十六の二)  地下街 58 50 86.2
⑷　障害児入所施設 485 84 17.3(十六の三)  準地下街 6 5 83.3
⑸　障害者支援施設等 9,204 1,641 17.8(十七)  文化財 9,997 1,616 16.2

小　　計 58,451 11,457 19.6(十八)  アーケード 1,263 472 37.4

ハ ⑴�　老人デイサービスセンター等 22,692 3,995 17.6(十九)  山林 0 0 0.0
⑵　更生施設 240 41 17.1 合   計 4,300,869 1,240,280 28.8

（備考）　1　�「防火対象物実態等調査」（消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、（一）項から（十六の三）項までに掲げる防火対象物で延べ面積が
150㎡以上のもの及び（十七）項から（十九）項までに掲げる防火対象物が対象。）により作成

　　　　2　�21大都市とは、東京都23区及び20の指定都市（札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、
名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市）をいう。
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＊11　防災管理に係る消防計画：防災管理者が作成する防災管理上必要な事項を定めた計画書
＊12　�防災管理者：防災管理に関する講習の課程を修了した者等の一定の資格を有し、かつ、防災管理対象物において防災管理上必要な業務を

適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者で、管理権原者から選任された者
＊13　�自衛消防組織：防火対象物の従業員からなる人的組織であって、消防計画に定められた役割により、火災等の災害発生時における被害を

軽減するための必要な業務を行うもの
＊14　�重大違反対象物：屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない建物で、これらの消防用設備等

のいずれかが設置されていないもの又は本来の機能が損なわれている状態にあるもの

防災管理制度4
（１）　防災管理者
　消防法では、切迫する大地震等の危険に対応する
ため、大規模・高層建築物等の管理権原者に対し
て、地震災害等に対応した防災管理に係る消防計
画＊11の作成、地震発生時の特有な被害事象に関す
る応急体制や避難の訓練の実施等を担う防災管理
者＊12の選任及び火災その他の災害による被害を軽
減するために必要な業務を行う自衛消防組織＊13の
設置を義務付けている。
　令和７年３月31日現在、法令により防災管理体制
を確立し防災管理者を選任しなければならない防災
管理対象物は、全国に1万173件あり、そのうち
85.8％に当たる8,728件について防災管理者が選任
され、その旨が消防機関に届出されている。
　また、防災管理者が自ら事業所等の適正な防災管
理業務を遂行するために防災管理に係る消防計画を
作成し、その旨を消防機関へ届け出ている防災管理
対象物は8,418件で全体の82.7％、自衛消防組織を
設置している防災管理対象物は9,243件で全体の
90.9％となっている（資料1-1-54）。

（２）　統括防災管理者
　消防法では、防災管理対象物のうち管理権原が分
かれているものについては、防災管理を一体的に行
うため、統括防災管理者を協議して定め、防災管理
対象物全体の防災安全を確立することを各管理権原
者に対して義務付けている。
　令和７年３月31日現在、統括防災管理者を選任し
なければならない防災管理対象物は、全国に3,226
件あり、そのうち85.0％に当たる2,743件について
統括防災管理者が選任され、その旨が消防機関に届
出されている。
　また、建物全体の防災管理を一体的に行うため、
全体についての消防計画を作成し、その旨を消防機
関へ届け出ている防災管理対象物は2,552件で全体
の79.1％となっている（資料1-1-55）。

立入検査と違反是正5
（１）　立入検査と違反是正の現況
　消防機関は、火災予防のために必要があるとき
は、消防法に基づき、防火対象物に立ち入って検査
を行っている。
　令和6年度中に全国の消防機関が行った立入検査
回数は、75万9,676回となっている（資料1-1-56）。
　立入検査等により判明した防火対象物の防火管理
上の不備や消防用設備等の未設置等について、消防
長又は消防署長は、消防法に基づき、防火管理者の
選任や消防用設備等の設置等必要な措置を講ずべき
ことを命ずることができる。
　また、火災予防上危険であると認める場合には、
消防法に基づき、当該防火対象物の改修、移転、除
去等の必要な措置や使用禁止、制限等を命ずること
ができるとされており、これらの命令をした場合に
は、その旨を公示することとされている。
　このように立入検査等を行った結果、消防法令違
反を発見した場合、消防長又は消防署長は、警告等
の改善指導及び命令等を行い、法令に適合したもの
となるよう違反状態の是正に努めている（資料1-1-
57、資料1-1-58、資料1-1-59、資料1-1-60）。
　特に、重大違反対象物＊14については、火災危険
性が高いことから、その違反の重大性を踏まえ、重
点的に是正指導を行うとともに、是正指導に従わな
い場合は、警告、命令等の措置を実施し、その早期
是正を図っている（資料1-1-61）。

（２）　適マーク制度
　適マーク制度は、消防法令及び建築法令への適合
性を利用者に情報提供するものであり、基準に適合
しているホテル・旅館等において表示マーク（銀）
を掲出することができることとされている。
　また、表示マーク（銀）が３年間継続して交付さ
れており、かつ、消防法令及び建築法令に関する基
準に適合しているホテル・旅館等においては、表示
マーク（金）を掲出することができることとされて
いる。
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　なお、消防庁ホームページにおいて全国の適マー
ク交付施設を公開している（参照URL：https://
www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/hyoujiseido/）。

（３）違反対象物の公表制度
　違反対象物の公表制度は、特定防火対象物で屋内
消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知
設備の設置義務があるにもかかわらず未設置である
もの等を、市町村の条例に基づき、市町村等のホー
ムページに公表する制度である。
　なお、消防庁ホームページでは、全国の市町村に
おける公表制度の実施状況を公開している（参照
URL：https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/
index.html）。

消防用設備等6
（１）　消防同意の現況
　消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立
場から、建築物の火災予防について設計の段階から
関与し、建築物の安全性を高めることを目的として
設けられている制度である。
　令和6年度の全国における消防同意事務に係る処
理件数は、19万2,946件で、そのうち不同意とした
ものは9件であった（資料1-1-62）。

（２）　消防用設備等の設置の現況
　消防法では、防火対象物の関係者は、当該防火対
象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、所要
の消防用設備等を設置し、かつ、それを適正に維持
しなければならないとされている。
　全国における主な消防用設備等の設置状況を特定
防火対象物についてみると、令和7年３月31日現
在、スプリンクラー設備の設置率（設置数／設置必
要数）は99.9％、自動火災報知設備の設置率は
99.7％となっている（資料1-1-63）。
　消防用設備等に係る技術上の基準については、技
術の進歩や社会的要請に応じ、逐次、規定の整備を
行っている。
　また、消防用設備等の設置義務違反等の消防法令
違反対象物については、消防法に基づく措置命令等
を積極的に発し、迅速かつ効果的な違反処理を更に
進めることとしている。

（３）　消防設備士及び消防設備点検資格者
　消防用設備等は、消防の用に供する機械器具に係
る検定制度等により性能の確保が図られているが、
工事又は整備の段階において不備・欠陥があると、
火災が発生した際に本来の機能を発揮することがで
きなくなる。このような事態を防止するため、一定
の消防用設備等の工事又は整備は、消防設備士に
限って行うことができることとされている。
　また、消防用設備等は、いかなるときでも機能を
発揮できるように日常の維持管理が十分になされる
ことが必要であることから、定期的な点検の実施と
点検結果の報告が義務付けられている。維持管理の
前提となる点検には、消防用設備等についての知識
や技術が必要であることから、一定の防火対象物の
関係者は、消防用設備等の点検を消防設備士又は消
防設備点検資格者（消防庁長官の登録を受けた法人
が実施する一定の講習の課程を修了し、消防設備点
検資格者免状の交付を受けた者）に行わせなければ
ならないこととされている。
　消防設備士及び消防設備点検資格者には、消防用
設備等に関する新しい知識や技能の習得のため、免
状取得後の一定期間ごとに再講習を受けることを義
務付けている。また、これらの者が消防法令に違反
した場合においては、免状の返納命令等を実施して
いる。
　令和７年３月31日現在、消防設備士の数は延べ
137万6,123人（資料1-1-64）、消防設備点検資格者
の数は特種（特殊消防用設備等）831人、第１種（機
械系統）17万6,341人、第２種（電気系統）16万5,573
人となっている。

（４）　防炎規制
ア　防炎物品の使用状況
　高層建築物や地下街のような構造上、形態上特に
防火に留意する必要のある防火対象物や、劇場、旅
館、病院等の不特定多数の人や要配慮者が利用する
防火対象物（以下、本節において「防炎防火対象
物」という。）においては、着火物となりやすい各
種の物品に燃えにくいものを使用することで、出火
を防止すると同時に火災初期における延焼拡大を抑
制することが火災予防上非常に有効である。このこ
とから、防炎防火対象物においてはカーテン、どん
帳、展示用合板、じゅうたん等の物品（以下、本節
において「防炎対象物品」という。）には、消防法
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により、所定の防炎性能を有するもの（以下、本節
において「防炎物品」という。）を使用することを
義務付けている。
　令和７年３月31日現在、全国の防炎防火対象物数
は、109万1,482件であり、適合率（防炎防火対象物
において使用される防炎対象物品が全て防炎物品で
ある防炎防火対象物の割合）は、カーテン・どん帳
等を使用する防炎防火対象物で87.6％、じゅうたん
を使用する防炎防火対象物で88.1％、展示用合板を
使用する防炎防火対象物で83.5％となっている（資
料1-1-65）。

イ　寝具類等の防炎品の普及啓発
　防炎対象物品以外の布団やパジャマ、自動車や
オートバイのボディカバー等についても、防炎品を
使用することは火災予防上非常に有効であることか
ら、消防庁ではホームページ（参照URL：https://
www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_
contents/fire_retardant/）において、これらの防
炎品の効果に係る動画を掲載するなど、その普及啓
発を行っている。

（５）　火を使用する設備・器具等に関する規制
　火災予防の観点から、こんろ、ストーブ、給湯
器、炉、厨房設備などの火を使用する設備・器具等
の位置、構造、管理及び取扱いについては、対象火
気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具
等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定め
る省令に基づき、各市町村が定める火災予防条例に
よって規制されている。

消防用機械器具等の検定等7
（１）　検定
　消防法では、検定の対象となる消防用機械器具等
（以下、本節において「検定対象機械器具等」とい
う。）は、検定に合格し、その旨の表示が付されて
いるものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列
する等の行為をしてはならないこととされている。
　検定対象機械器具等は、消火器、閉鎖型スプリン
クラーヘッド等、消防法施行令に定める12品目であ
る。
　この検定は、「型式承認」（型式に係る形状等が総
務省令で定める技術上の規格に適合している旨につ
いて総務大臣が行う承認）と「型式適合検定」（検

定対象機械器具等の形状等が、型式承認を受けた検
定対象機械器具等の型式に係る形状等と同一である
かどうかについて日本消防検定協会又は登録検定機
関が行う検定）からなっている。
　また、新たな技術開発等に係る検定対象機械器具
等について、その形状等が総務省令で定める技術上
の規格に適合するものと同等以上の性能があると認
められるものについては、総務大臣が定める技術上
の規格によることができることとされている。
　検定制度では、過去の不正事案等を踏まえて、規
格不適合品や規格適合表示のない検定対象機械器具
等を市場に流通させた場合の総務大臣による回収命
令や罰則等を消防法で規定している。
　令和６年度中の型式承認は、消火器５件、消火器
用消火薬剤３件、泡消火薬剤１件、火災報知設備の
感知器又は発信機36件、中継器９件、受信機13件、
住宅用防災警報器２件、閉鎖型スプリンクラーヘッ
ド３件、流水検知装置10件、一斉開放弁１件、金属
製避難はしご３件及び緩降機０件となっている。ま
た、型式適合検定の合格数は、2,249万7,892個と
なっている（資料1-1-66）。

（２）　自主表示
　消防法では、自主表示の対象となる機械器具等
（以下、本節において「自主表示対象機械器具等」
という。）は、製造事業者等の責任において、自ら
規格適合性を確認し、あらかじめ総務大臣に届出を
行った型式について表示を付すことができるとされ
ており、また、表示が付されているものでなけれ
ば、販売し又は販売の目的で陳列する等の行為をし
てはならないこととされている。
　また、検定対象機械器具等と同様に、規格不適合
品や規格適合表示のない自主表示対象機械器具等に
係る総務大臣による回収命令や罰則等を消防法で規
定している。
　自主表示対象機械器具等は、動力消防ポンプ、消
防用ホース等、消防法施行令に定める６品目であ
る。令和６年度中の製造事業者からの届出は、動力
消防ポンプ６件、消防用ホース21件、消防用吸管０
件、消防用結合金具８件、エアゾール式簡易消火具
２件及び漏電火災警報器０件となっている。

消防用設備等に係る技術基準の性能規定8
　消防用設備等に係る技術上の基準は、消防防災分
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野における技術開発を促進するとともに、一層の効
果的な防火安全対策を構築できるよう性能規定が導
入されている。
　その基本的な考え方は、従来の技術基準に基づき
設置されている消防用設備等と同等以上の性能を有
するかどうかについて判断し、同等以上の性能を有
していると確認できた設備については、従来の技術
基準に基づき設置されている消防用設備等に代え
て、その設置を認めるというものである。
　消防用設備等に求められる性能は、火災の拡大を
初期に抑制する性能である「初期拡大抑制性能」、
火災時に安全に避難することを支援する性能である
「避難安全支援性能」、消防隊による活動を支援する
性能である「消防活動支援性能」に分けられる。こ
れらについて、一定の知見が得られているものにつ
いては、客観的検証法（新たな技術開発や技術的工
夫について客観的かつ公正に検証する方法）等によ
り、同等性の評価が行われる。
　一方、既定の客観的検証法のみでは同等性の評価
ができない設備等（特殊消防用設備等）を対象とし
て、総務大臣による認定制度が設けられている。こ
れは、一般的な審査基準が確立されていない「特殊
消防用設備等」について、防火対象物ごとに申請
し、性能評価機関（日本消防検定協会又は登録検定

機関）の評価結果に基づき総務大臣が審査を行い、
必要な性能を有すると認められたものを設置できる
こととするものである。令和７年３月31日現在、特
殊消防用設備等としてこれまで80件が認定を受けて
いる（資料1-1-67）。

消防庁長官による火災原因調査9
　火災の原因究明は全国の消防機関の役割である
が、それを補完することは国の責務であり、消防機
関から要請があった場合及び消防庁長官が特に必要
があると認めた場合は、消防庁長官による火災原因
調査を行うことができることとされている。
　本制度による火災原因調査は、火災種別に応じて
消防庁の職員により編成される調査チームが、消防
機関と連携して実施するものであり、調査から得ら
れた知見は必要に応じ、火災予防上の施策に反映さ
れている。近年の消防庁長官による火災原因調査の
結果を踏まえた火災予防上の措置の概要は、第
1-1-2表のとおりである。

製品火災対策の推進10
　近年、火災の出火原因が極めて多様化する中、電
気用品、燃焼機器、自動車など、国民の日常生活に
おいて身近な製品からも火災が発生しており、消費

第1-1-2表　近年の消防庁長官による火災原因調査の結果を踏まえた火災予防上の措置の概要
№ 出火日 場所 用途等 火災予防上の措置の概要

1 令和2年7月5日 静岡県
榛原郡吉田町

工場
（死傷者９人）

全国の消防機関に対し、安全管理体制の再点検及び安全管理マニュ
アルの再徹底を図るよう技術的助言を行った。

2 令和3年12月17日 大阪府
大阪市

複合用途ビル
（死傷者28人）

「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」
（令和４年12月消防庁予防課）を策定した。また、直通階段が一つの
防火対象物を火災予防上の対応の必要性が高い防火対象物に位置付
け、「立入検査標準マニュアル」（平成14年８月30日総務省消防庁予
防課、令和５年３月16日最終改正）及び「違反処理標準マニュアル」

（平成14年８月30日総務省消防庁予防課、令和７年10月16日最終改
正）を改正した。

3 令和4年2月11日 新潟県
村上市

工場
（死傷者７人）

火気設備の安全管理の徹底等について、「防火・防災管理に関する講
習のガイドライン」（令和４年８月29日総務省消防庁予防課、令和５
年１月20日最終改正）を改正した。また、違反是正の徹底等につい
て、より一層の推進を図るため、「立入検査標準マニュアル」（平成
14年８月30日総務省消防庁予防課、令和５年３月16日最終改正）及
び「違反処理標準マニュアル」（平成14年８月30日総務省消防庁予防
課、令和７年10月16日最終改正）を改正した。

4 令和6年1月1日 石川県
輪島市

市街地
（焼損棟数約240棟
焼失面積約49,000㎡）

地震火災による被害の防止や軽減を図るため、感震ブレーカーの普
及について防災基本計画に盛り込むとともに、地震火災対策の推進
について通知した。

5 令和7年2月26日 岩手県
大船渡市

林野
（焼損棟数226棟
焼失面積約3,370ha）

林野火災予防の実効性を高めるため、林野火災注意報及び林野火災
警報を創設し、的確な発令に努めることとし、たき火について届出
の対象とするよう明確化した。また、「消防庁防災業務計画」（昭和
38年12月消防庁、令和７年８月最終修正）を修正し、「林野火災の予
防及び消火活動について（通知）」（平成15年10月29日消防災第206
号、令和７年８月29日最終改正）を改正した。
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者の安心・安全の確保が強く求められていることか
ら、消防庁では電気用品、燃焼機器、自動車等の不
具合により発生した火災（以下「製品火災」とい
う。）について対策の取組を強化している。
　これらの火災について、消防庁では、各消防機関
から火災情報を網羅的に収集する体制を確立し、発
火源となった製品の種類ごとに火災件数を集計し、
消費者の安心・安全の確保のための注意喚起等を迅
速かつ効率的に行っている。
　令和６年中に発生した電気用品、燃焼機器、自動
車等の火災について集計したところ、全体では
1,270件、うち「製品の不具合により発生したと判
断された火災」が194件、「製品の不具合が直接的な
要因となって発生したか否か特定に至らなかった火
災」が1,076件であった（第1-1-19図）。
　この調査結果については、全国の消防機関に周知
するとともに、収集した火災情報を消費者庁、経済
産業省、国土交通省、独立行政法人製品評価技術基
盤機構（NITE）と共有し、連携して製品火災対策
を推進することとしている。
　また、全国の消防機関が行う火災原因調査に対
し、消防研究センターにおける専門的な知見や資機
材による鑑識等の技術的支援を行うなど、消防機関
の調査技術の向上を図り、火災原因調査・原因究明
体制の充実に努めている。さらに、製品火災に係る
積極的な情報収集や、関係機関との連携強化を図る
ことにより、消費者の安心・安全を確保し、製品に
起因する火災事故の防止を促進することとしている。

火災予防行政の課題

住宅防火対策の推進1
　近年の住宅火災による年齢階層別死者数（放火自
殺者等を除く。）は、65歳以上の高齢者の占める割
合が７割以上と高水準で推移している状況であり、
更なる高齢化の進展が見込まれる中で、住宅火災に
よる高齢者の死者数の割合は今後増加していくこと
が予想される。
　住宅火災による高齢者の死者数の低減を図るた
め、住宅における効果的な防火対策を高齢者や高齢
者の家族が自ら行えるよう必要な情報の提供などを
推進する必要があることから、近年の火災を取り巻
く状況の変化や高齢者の生活実態等を踏まえ、「住
宅防火いのちを守る10のポイント」をとりまとめ、
その概要を示したリーフレット等を作成して広報啓
発を行っている。
　住宅用火災警報器については、平成23年６月に全
ての住宅への設置が義務化され、令和３年６月に10
年を経過したことから、定期的な点検や老朽化した
機器の交換といった、適切な維持管理を促進するこ
とが重要である。交換の際には、連動型住宅用火災
警報器、一酸化炭素等を感知して警報する機能を併
せ持つ住宅用火災警報器、音や光を発する補助警報
装置を併設した住宅用火災警報器など、付加的な機
能を併せ持つ機器などへの交換を広報活動等を通じ

第1-1-19図　最近５年間の製品火災の調査結果の推移
令和7年５月31日現在
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　※令和６年中については調査中が９０件あるため今後の調査結果により件数が増加する見込み。

867

（備考）�　詳細については、消防庁ホームページ参照（URL:https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/cause/34530.html)
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て促していく。
　また、近年の大規模地震においては、電気に起因
する火災が多く発生しており、地震時の電気火災リ
スクを低減するため、感震ブレーカー等の普及を積
極的に推進していく。

住宅防火いのちを守る10のポイント
リーフレット

リチウムイオン電池等に関する注意喚
起

2

　近年、リチウムイオン電池等の充電式電池に起因
する火災が増加傾向にある。こうした充電式電池に
起因する火災の予防に当たっては、PSEマーク（電
気用品安全法に基づき、日本国内で販売される電気
製品が安全基準を満たしていることを示すマーク）
が付されたモバイルバッテリーの購入、使用時の取
扱説明書の遵守、電池の膨張などの異常が生じた場
合の使用中止、廃棄時の適切な取扱い等の措置が有
効であり、消防庁では関係省庁と連携して重点的に
注意喚起を行っている。
　また、事業者や各省庁が公開しているリコール情
報を定期的に確認し、リコール製品を使用しないよ
う広報している。

特定電気用品以外の電気用品

社会変化を踏まえた防火安全対策の推進3
（１）�　関係者不在の宿泊施設における防火安全対策

ガイドライン	
　近年、労働人口の減少や、デジタル技術の進展等
を背景に、従業員等が常駐することなくサービスを
提供する事業形態が様々な業種で見られるように
なってきている。
　特に、不特定多数の利用客が滞在する宿泊施設
は、過去にも死傷者を伴う火災が発生していること
から、「令和６年度予防行政のあり方に関する検討
会」において、主に防火管理のソフト面に係る防火
安全対策について検討を行い、「関係者不在の宿泊
施設における防火安全対策ガイドライン」（令和７
年３月総務省消防庁）を策定した。ガイドラインで
は、施設関係者が不在となる時間帯についての施設
情報をあらかじめ利用者に周知することや、火災を
未然に防ぐための対策、火災発生時の応急対策につ
いて示している。
　今後、ガイドラインに基づく消防計画の整備や訓
練の実施について徹底を図っていく。

（２）�　大規模倉庫における効果的な防火管理に関す
るガイドライン

　近年、人手不足やインターネット通販の拡大など
の社会的背景により、物流効率化等を目的として、
倉庫の大規模化や物流関連の諸業務の一体化が進ん
でいる。これに伴い、多数の労働者を収容する倉
庫、福利厚生施設等を併設する倉庫、複数の事業者
がテナント利用する倉庫、仕分け作業等の自動化を
進める倉庫など、様々な特徴を持つ倉庫が増えてき
ている。
　このような状況を踏まえ、「令和６年度予防行政
のあり方に関する検討会」において、平時の火災予
防、火災発生時の応急対応などの防火安全対策につ
いて検討を行い、「大規模倉庫における効果的な防
火管理に関するガイドライン」（令和７年３月総務
省消防庁）を策定した。ガイドラインでは、上述の
ような近年の倉庫の特徴と想定される火災リスクを
整理した上で、大規模倉庫において火災を未然に防
ぐための対策や、火災発生時の応急対策について示
している。
　今後、ガイドラインに基づく効果的な防火管理体
制の構築について徹底を図っていく。
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